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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第14期

第３四半期累計期間
第15期

第３四半期累計期間
第14期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (百万円) 87,753 91,924 119,756

経常利益 (百万円) 3,086 3,153 4,840

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,380 1,333 2,283

持分法を適用した
場合の投資利益

(百万円) － － －

資本金 (百万円) 2,734 2,778 2,778

発行済株式総数 (株) 44,533,200 44,738,400 44,738,400

純資産額 (百万円) 17,600 18,739 18,615

総資産額 (百万円) 38,780 43,323 41,128

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 31.02 29.81 51.27

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 31.00 － －

１株当たり配当額 (円) 13.25 13.25 26.50

自己資本比率 (％) 45.4 43.3 45.3

　

回次
第14期

第３四半期会計期間
第15期

第３四半期会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 15.43 3.40

(注) １. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２. 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

３. 第14期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。また、第15期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、平成23年４月に「ITC Networks USA,Inc.」を設立し、非連結子会社としております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)　業績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災からの復興へ向けさ

まざまな取り組みが行われ、自粛ムードの時期もありましたが、個人消費に持ち直しの兆しがみられまし

た。一方、企業においては、復興へ向けた緊急性の高い需要が堅調に推移したものの、その後は、円高や欧

州の債務危機により先行きの収益見通しが一段と立てづらい状況下で設備投資意欲が低調なままとなっ

ております。

当社が事業活動を展開する携帯電話市場は、次世代高速通信（LTE）を使ったスマートフォン端末が新

たに登場する等、スマートフォンの新機種が続々と販売され、堅調に推移しました。さらに、タブレット端

末やデータ通信端末による個人の２台目需要といった新たな市場の拡大も継続的に進みました。

このような事業環境の中、当社は、大手カメラ／家電量販店およびキャリア認定ショップにおいて、ス

マートフォン端末やデータ通信端末等の販売に注力するとともに量販店でのスマートフォン売場の拡大

やキャリア認定ショップの改装を進めました。また、法人チャネルにおいては、お客様基盤の拡充を行う

とともにアウトソーシングサービスの獲得を進め、さらにはスマートフォンソリューションの提供を開

始しました。

当第３四半期累計期間の売上高は、販売台数が128万台と前年同期比10.1％増加したこと等を受け、同

4.8％増の919億24百万円となりました。

利益につきましては、販売台数の増加による収益増に加え、前事業年度に取り組んだ不採算取引の見直

し効果があったものの、売場拡大や店舗改装等に伴う費用も増加したことから、営業利益は同1.7％増の

31億６百万円、経常利益は同2.2％増の31億53百万円に留まりました。四半期純利益は、「資産除去債務に

関する会計基準」の適用に伴い前年同期に計上した１億78百万円の特別損失がなくなった一方で、「第

４ 経理の状況」追加情報（法人税等の税率の変更）で記載の通り、平成24年４月１日以降開始事業年度

より法人税率が引き下げられることにより、繰延税金資産が減少し法人税等調整額が１億72百万円増加

したこと等から、同3.4％減の13億33百万円となりました。これに伴い１株当り四半期純利益も同3.9％減

の29.81円となりました。なお、当第３四半期会計期間においても、１株当り四半期純利益は、前年同四半

期比78.0％減の3.40円と大きく減少しておりますが、これには、法人税等の税率の変更による3.86円の影

響を含んでおります。

　

　
セグメントの業績は、次のとおりであります。
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（コンシューマ事業）

大手カメラ／家電量販店においては、都心型カメラ量販店の強みを活かし、スマートフォン端末や

データ通信端末の販売に注力するとともに、スマートフォン売場の拡大を行いました。キャリア認定

ショップでは、21店舗の移転・改装を行い、お客様が快適に過ごせる環境づくりとスマートフォン販売の

強化を進めました。

　スマートフォン端末の販売が好調に推移したこともあり、売上高は810億72百万円（前年同期比4.7%

増）、営業利益は32億８百万円（同4.0%増）となりました。

（法人事業）

法人チャネルにおいては、投資抑制が見られる中でも緊急性の高い新規需要や法人専用端末に対する

機種変更需要を着実に捉え販売を伸ばすことができました。また、携帯電話の通信コスト・管理コスト削

減への関心は根強く、回線管理サービスの「E-PORTER」や携帯電話の管理業務のアウトソーシングであ

る「マネージドサービス」の契約の獲得が進みました。当第３四半期末の「E-PORTER」の契約回線数は、

39.6万回線と前年同期比18.0％増加しました。

　この結果、売上高は108億51百万円（前年同期比4.9％増）となりましたが、販売促進に関るコストが増

加したことから、営業利益は15億７百万円（同1.3％減）となりました。

 

(2)　財政状態の分析

（資産）

流動資産は前事業年度末に比べて31億90百万円増加し、363億31百万円となりました。これは、現金及び

預金の増加（８億20百万円）、受取手形及び売掛金の増加（３億62百万円）、有価証券の増加（３億

円）、商品及び製品の増加（16億43百万円）等によります。

　固定資産は前事業年度末に比べて９億95百万円減少し、69億92百万円となりました。有形固定資産は、取

得が減価償却を下回り、前事業年度末に比べて78百万円減少し、12億54百万円となりました。無形固定資

産は、のれんの償却（５億94百万円）等により、同４億84百万円減少し、16億52百万円となりました。投資

その他の資産は同４億32百万円減少し、40億85百万円となりました。

　この結果、資産合計は前事業年度末に比べて21億94百万円増加し、433億23百万円となりました。

 

（負債）

流動負債は前事業年度末に比べて18億13百万円増加し、230億23百万円となりました。これは、買掛金の

増加（23億49百万円）、未払代理店手数料の増加（１億46百万円）、未払金の減少（７億42百万円）、未

払法人税等の減少（４億64百万円）、賞与引当金の減少（１億17百万円）等によります。

固定負債は前事業年度末に比べて２億58百万円増加し、15億60百万円となりました。これは、退職給付

引当金の増加（２億41百万円）等によります。

　この結果、負債合計は前事業年度末に比べて20億71百万円増加し、245億84百万円となりました。

　　　

（純資産）

純資産合計は前事業年度末に比べて１億23百万円増加し、187億39百万円となりました。これは、四半期

純利益の計上による増加（13億33百万円）、配当金の支払による減少（11億85百万円）等によります。

　この結果、自己資本比率は43.3%となりました。
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(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4)　研究開発活動

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

アイ・ティー・シーネットワーク株式会社(E05547)

四半期報告書

 5/17



第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 153,600,000

計 153,600,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年２月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 44,738,40044,738,400
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株でありま
す。

計 44,738,40044,738,400― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成23年12月31日 － 44,738,400 － 2,778 － 3,180

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式
200

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式
44,736,900

447,369 同上

単元未満株式
普通株式
1,300

― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 44,738,400 ― ―

総株主の議決権 ― 447,369 ―

(注) １. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が54株含まれております。

２. 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成23年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

② 【自己株式等】

平成23年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

 

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）
アイ・ティー・
シーネットワーク
㈱

東京都渋谷区恵比寿４丁目20番
３号　恵比寿ガーデンプレイスタ
ワー26F

200 － 200 0.00

計 － 200 － 200 0.00

　
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成23年10月１日から

平成23年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日まで)に係る四

半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見

て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

　資産基準　　　　　　0.18％

　売上高基準　　　　　0.08％

　利益基準　　　　　△0.25％

　利益剰余金基準　　△0.02％
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,027 1,847

受取手形及び売掛金 14,156 14,518

有価証券 7,000 7,300

商品及び製品 5,209 6,852

未収入金 4,457 4,491

預け金 73 110

その他 1,218 1,213

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 33,140 36,331

固定資産

有形固定資産 1,333 1,254

無形固定資産

のれん 1,730 1,135

その他 406 516

無形固定資産合計 2,137 1,652

投資その他の資産 ※1
 4,517

※1
 4,085

固定資産合計 7,987 6,992

資産合計 41,128 43,323

負債の部

流動負債

買掛金 9,070 11,419

未払代理店手数料 ※2
 2,476

※2
 2,623

未払金 4,851 4,108

未払法人税等 847 383

賞与引当金 1,511 1,394

役員賞与引当金 17 22

その他 2,435 3,072

流動負債合計 21,210 23,023

固定負債

退職給付引当金 1,152 1,394

役員退職慰労引当金 22 19

資産除去債務 9 9

その他 117 137

固定負債合計 1,302 1,560

負債合計 22,512 24,584
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,778 2,778

資本剰余金 3,180 3,180

利益剰余金 12,476 12,625

自己株式 △0 △0

株主資本合計 18,436 18,584

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 179 154

評価・換算差額等合計 179 154

純資産合計 18,615 18,739

負債純資産合計 41,128 43,323
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

売上高 87,753 91,924

売上原価 68,375 71,621

売上総利益 19,377 20,302

販売費及び一般管理費 16,323 17,196

営業利益 3,054 3,106

営業外収益

受取利息 3 5

受取配当金 9 11

販売コンテスト関連収入 19 23

店舗移転等支援金収入 3 11

その他 18 28

営業外収益合計 55 81

営業外費用

固定資産除売却損 22 28

支払補償費 － 4

その他 0 1

営業外費用合計 22 33

経常利益 3,086 3,153

特別利益

固定資産売却益 22 1

その他 0 －

特別利益合計 22 1

特別損失

店舗閉鎖損失 27 6

固定資産除売却損 11 6

ゴルフ会員権評価損 － 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 178 －

減損損失 8 19

その他 0 1

特別損失合計 225 39

税引前四半期純利益 2,884 3,115

法人税、住民税及び事業税 1,098 1,254

法人税等調整額 404 527

法人税等合計 1,503 1,781

四半期純利益 1,380 1,333
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【追加情報】

　

当第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

 
(法人税等の税率の変更）

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

する特別措置法」（平成23年法律第117号）が、平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以降に開始する事業

年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用され

る法定実効税率は、従来の40.7％から、平成25年3月期から平成27年3月期までに解消が見込まれる一時差異等につ

いては38.0％、平成28年3月期以降に解消が見込まれる一時差異等については35.6％にそれぞれ変更されます。こ

の結果、流動資産の繰延税金資産が51百万円、固定資産の繰延税金資産（繰延税金負債を控除した額）が109百万

円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が12百万円、法人税等調整額が172百万円それぞれ増加しておりま

す。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

　　投資その他の資産　　　　　　 　66百万円

 
※２　未払代理店手数料は、当社が支払う代理店手数料

（売上原価）の未払額であります。

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

　　投資その他の資産　　　　　　 　79百万円

 
※２　同左

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、

次のとおりであります。

前第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

減価償却費 529百万円

のれんの償却額 605百万円

減価償却費 466百万円

のれんの償却額 594百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月22日
定時株主総会

普通株式 589 5,300平成22年３月31日 平成22年６月23日 利益剰余金

平成22年10月28日
取締役会

普通株式 590 13.25平成22年９月30日 平成22年12月３日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月22日
定時株主総会

普通株式 592 13.25平成23年３月31日 平成23年６月23日 利益剰余金

平成23年10月27日
取締役会

普通株式 592 13.25平成23年９月30日 平成23年12月２日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

関連会社に関する事項

当社は、関連会社が存在しないため、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 （単位：百万円)

　 　 報告セグメント 　
調整額
(注)１

四半期損益  
計算書計上額
(注)２　 　 コンシューマ事業 法人事業 計

　 売上高 77,412 10,340 87,753 ─ 87,753

　 セグメント利益 3,083 1,527 4,611 △1,556 3,054

(注)１. セグメント利益の調整額△1,556百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

    ２. セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ  当第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 （単位：百万円)

　 　 報告セグメント 　
調整額
(注)１

四半期損益  
計算書計上額
(注)２　 　 コンシューマ事業 法人事業 計

　 売上高 81,072 10,851 91,924 ─ 91,924

　 セグメント利益 3,208 1,507 4,715 △1,608 3,106

(注)１. セグメント利益の調整額△1,608百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

    ２. セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

EDINET提出書類

アイ・ティー・シーネットワーク株式会社(E05547)

四半期報告書

14/17



　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 31円02銭 29円81銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(百万円) 1,380 1,333

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,380 1,333

    普通株式の期中平均株式数(株) 44,512,593 44,738,146

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 31円00銭 ―

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益調整額(百万円) ― ―

    普通株式増加数(株) 33,611 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

(注)  当第３四半期累計期間に係る潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　

２ 【その他】

　

第15期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)中間配当については、平成23年10月27日開催の取

締役会において、平成23年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行う

ことを決議いたしました。

①  配当金の総額                                  592百万円

②  １株当たりの金額                               13円25銭

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成23年12月２日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年２月８日

アイ・ティー・シーネットワーク株式会社

取締役会  御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    松 　村 　浩　 司     印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 　 武　 井　 雄　 次     印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアイ
・ティー・シーネットワーク株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第15期事業年度の第
３四半期会計期間(平成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年４月１
日から平成23年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注
記について四半期レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、アイ・ティー・シーネットワーク株式会社の平成23年
12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していない
と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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